
 

 

平成２７年度予算編成方針 

 

国の平成 26年 9月の月例経済報告によると、景気は、このところ一部に弱さ

もみられるが緩やかな回復基調が続いているとし、先行きについては、当面、

雇用・所得環境の改善が続く見込みである。各種政策の効果もあり、景気は緩

やかに回復していくことが期待されるが、駆け込み需要の反動の長期化や海外

景気の下振れなど、わが国の景気を下押しするリスクに留意する必要があると

している。 

このような中、国は「経済財政運営と改革の基本方針 2014」を策定（平成 26

年 6 月 24 日閣議決定）し、その中で、平成 27 年度予算については、この基本

方針と「『日本再興戦略』改訂 2014」及び「中期財政計画」を踏まえ、平成 26

年度予算に引き続き、民需主導の経済成長と財政健全化目標の双方の達成を目

指し、無駄の排除と、厳しい優先順位付けを行い、メリハリのついた予算とす

るとしている。 

また、平成27年度予算の概算要求では、「経済財政運営と改革の基本方針2014」

及び「『日本再興戦略』改訂 2014」などを踏まえた諸課題（地方の創生と人口減

尐の克服に向けた取組を含む。）について、「新しい日本のための優先課題推進

枠」を措置するとしている。 

地方においては、人口減尐や尐子・高齢化対策、地域経済の活性化、住民の

安全・安心確保など、多様化・高度化する住民ニーズへ的確に対応していくた

め、地方自治体の一般財源の拡充と安定確保、財政健全化が大きな課題となっ

ている。 

本市の財政状況は、合併からの普通交付税の合併算定替が平成 27年度で終了

し、平成 28 年度から段階的縮減により平成 33 年度には一本算定となることか

ら、平成 26 年度決定額ベースでは年間 25 億円規模の一般財源が減尐する危機

的な局面を迎えようとしている。また、平成 25年度決算における当市の財政指

標は、前年度と比べて、実質公債費比率、将来負担比率とも改善しているが、

普通交付税の減尐により引き続き改善を見込むことは難しい見通しである。 

このような中、将来に向けて持続可能な行財政運営を確立するため、行政改

革大綱実施計画を基軸に財源の効果的活用と経常的経費の削減、施設の統廃合

など将来負担の軽減を図る取り組みを進めるとともに、第１次村上市総合計画

基本構想で掲げたまちの将来像である『元気“e まち”村上市』の実現に向け、

取り組むべき施策の方向性を示した「定住の里づくりアクションプラン」や人

口減尐問題対策「チャレンジプラン」を踏まえた予算を編成する。 

 

 



 

 

第１ 基本的事項 

 

１ 予算編成の基本的な考え方 

・将来を見据えた健全な財政を維持しながら、第１次村上市総合計画後期

実施計画（平成 25～28年度）に掲げた７つの基本目標を念頭に、各分野

において目標達成に向けた予算要求とすること。 

・年間所要額を適正に見積もること。なお、年度途中の補正は、制度改正

や国・県補助金の特定財源の確定に伴うもの、災害等による突発的経費、

または当初予算で見積り不能なもの及び不確定な要素等により留保とな

るもの以外には行わないこととするので、要求漏れがないよう十分な確

認を行うこと。 

・「村上市総合計画後期実施計画」や「行政改革大綱実施計画」「施設見直

し計画」など、各種計画に沿った要求内容とすること。 

 

２ 要求経費の見積もり方針について    

・要求上限額は、村上市総合計画後期実施計画に登載している平成２７年

度計画事業費を基本とし、別途、通知する額とする。また、人口減尐問

題対策や日本海沿岸東北自動車道の延伸、岩船沖洋上風力発電の導入推

進など、特に力を入れて取り組む重点事業に係る経費については、枠外

で要求できることとし、別途、通知する。 

・新規事業がある場合は、別紙の「新規事業調書」を作成し提出すること。

なお、単に追加することなく、事業の優先度やスクラップアンドビルド

による検討を十分に行い、調整したうえで要求すること。 

・平成２７年１０月から消費税率引き上げが予定されることを踏まえ、歳

出予算については、予算科目の性質による必要性を確認のうえ、増税に

よる影響額を加算できることとする。ただし、加算に際しては、増税分

として一律に乗じることなく、課税の対象品目、対象団体であるかなど、

十分確認したうえで行うこと。また、歳入予算における消費税率引き上

げの影響については、今後、当市の方針決定など総合的な検討を行い、

必要に応じて別途、通知することとする。 

  ・経常経費については、今後の一般財源の減尐を見据えて必要最小限での

要求とするとともに、例年同様とすることなく、必要性を検証し、更な

る節減に努めること。 

 

３ 予算調整（査定）について 

   国の地方財政計画や各種制度の見直し等の動向を勘案しながら、予算要

求額及び事業内容等を確認するとともに、歳入・歳出要求に基づく一般財

源不足額を算出し、各種財政指標にも配慮しつつ調整を図ることとする。 



 

 

第２ 予算要求基準について 

 

【歳入に関する事項】 

１ 市税 

   経済情勢の推移や税制改正の動向を的確に掴み、財源確保の面はもちろ

んであるが、公平負担の観点から課税客体の把握の向上を図るとともに、

収納率の向上に向け、より一層の取組を強化すること。 

 

２ 分担金及び負担金 

   負担率については、受益者負担の原則に基づき、事業の性格、受益の限

度等を十分検討したうえで、適正に見積もること。 

   変動要素のある経常的収入については、原則、次により算出した額を要

求すること。 

Ｈ２６（４月～１０月）実績    ・・・① 

   Ｈ２５（４月～１０月）実績    ・・・② 

   Ｈ２５（１１月～３月）実績    ・・・③ 

①＋（③×（①／②））±特殊要因＝要求額 

 

３ 使用料及び手数料 

   実態に即した適正な料金設定を行うため、受益者負担の観点から、定期

的な見直しを行うとともに、消費税増税の影響などを踏まえ要求すること。 

   また、負担の公平性の観点から収入未済額を解消し、不能欠損が生じる

ことのないよう努めること。 

   変動要素のある経常的収入については、原則、次により算出した額を要

求すること。 

   Ｈ２６（４月～１０月）実績    ・・・① 

   Ｈ２５（４月～１０月）実績    ・・・② 

   Ｈ２５（１１月～３月）実績    ・・・③ 

① ＋（③×（①／②））±特殊要因＝要求額 

 

４ 国・県支出金 

国・県の施策の方向、情報等を的確に掴み、各課(局)自らが積極的に財源

確保に努めること。特に、制度改正により市の持ち出し（一般財源及び市債

等）が増額となる事業については、単に加算することなく、再度、事業の必

要性や事業内容等を十分検討し、見直しを行ったうえで要求すること。 

なお、予算要求後に制度改正等による影響があった場合は、早急に財政

課財務係に報告のうえ、要求額の訂正を行うこと。 

 



 

 

５ 財産収入 

   未利用財産については、今後の利用の可能性を考慮し、売却可能なもの

から優先的に処分を進めること。財産売払い収入については、処分価格、

処分方法等、法令に基づいた適正な収入額を見積もること。 

   また、土地等の貸付料については、固定資産評価額等を勘案して、適正

に見積もること。 

 

６ 諸収入 

   可能な限り収入の確保に努めるとともに、過去の実績等を参考に適正に

見積もること。 

   変動要素のある経常的収入については、原則、次により算出した額を要

求すること。 

   Ｈ２６（４月～１０月）実績    ・・・① 

   Ｈ２５（４月～１０月）実績    ・・・② 

   Ｈ２５（１１月～３月）実績    ・・・③ 

①＋（③×（①／②））±特殊要因＝要求額 

 

【歳出に関する事項】 

１ 人件費 

定員適正化計画に基づき、計画的な人員の削減と効率的な事務処理を進

めることとし、職員給与費については、平成２６年度の現員現給に定期昇

給分を見込み積算すること（総務課人事管理室から別途通知。）。 

また、時間外勤務手当については、現員職員数と業務量の関係から真に

止むを得ない時間に限るものとするので、別途、総務課人事管理室から通

知される「時間外勤務手当年間計画書」を提出すること。 

なお、時差出勤や振替・代休制度の徹底や事務事業の見直しにより時間

外勤務の削減に努めること。 

※人件費に国庫・県支出金の充当が可能なものについては、積極的に財源 

として計上すること。 

 

２ 賃金 

事務補助員賃金については、長期病欠、産休、育休代替等、臨時的なも

ので真に止むを得ないもの以外は予算化しない方針とする。なお、最終的

な配置にあたっては、総務課人事管理室で調整の上、決定することとする。 

 

３ 報償費 

   単に前年度実績等によることなく、人数、回数、単価も含め事業内容の

見直しを進めること。 



 

 

４ 旅費 

   形式的な会議等に出席する場合の旅費については、原則、認めない方針

とする。 

   また、出席回数や人数の見直しを行い、経費の節減に努めること。 

   なお、出張人数については、原則、１名とする。 

 

５ 燃料費 

   より一層の省エネルギーを心がけ、消費量の節約に努めるとともに、指

定管理料等に燃料費を含む場合も同様とすること。 

   経常的支出については、原則、次により算出した額を要求すること。 

    単価×数量（走行距離数÷燃費）±特殊要因＝要求額 

    ・単価…「燃料等契約単価_H27予算要求用」を参照のこと。 

職員ポータル→Groupmax→ファイル共有→group→02 総務部       

→02財政課→財務係→H27予算編成資料フォルダ内 

    ・数量又は走行距離数 

      Ｈ２６（４月～１０月）実績    ・・・① 

      Ｈ２５（４月～１０月）実績    ・・・② 

      Ｈ２５（１１月～３月）実績    ・・・③ 

  ①＋（③×（①／②））±特殊要因＝要求額 

    ・１リットル当たりの走行距離数（燃費） 

平成２５年１０月～平成２６年９月の平均±特殊要因 

 

     ※予算編成過程において、大幅な価格変動が生じた場合は、財政課

において単価調整を行う場合がある。 

 

６ 印刷製本費 

   広報誌やホームページの活用を最大限に検討するとともに、慣例で発行

することのないよう、目的、効果、必要性等を十分に精査した上で見積も

ること。 

   また、必要であっても可能な限り庁内印刷（白黒）とすること。 

 

７ 光熱水費 

   より一層の省エネルギーを心がけ、消費量の節約に努めるとともに、指

定管理料等の中に光熱水費を含む場合も同様とすること。 

   経常的支出については、原則、次により算出した額を要求すること。 

   ガス、水道、電気、下水道 

      Ｈ２６（４月～１０月）実績    ・・・① 



 

 

      Ｈ２５（４月～１０月）実績    ・・・② 

      Ｈ２５（１１月～３月）実績    ・・・③ 

  ①＋（③×（①／②））±特殊要因＝要求額 

 

８ 修繕料（工事請負費） 

施設の維持管理費については、施設の現況、整備計画及び緊急性等を勘

案して、適切に見積もること。 

   なお、一件５０万円以上の建物、道路等の修繕を目的とする業務は、原

則、工事請負費で予算要求すること。 

また、工事内容によっては、別途、設計業務委託料が必要となる場合も

あるので要求漏れの無いよう注意すること。 

 

９ 委託料 

   安易に委託することなく、費用対効果や必要性を十分検討したうえで要

求すること。 

   また、既存業務についても、法的義務の有無、委託の必要性を含め内容・

方法の検討を行うこと。 

 

10 使用料・借上料 

   更新時期を迎える車両や機器リースなどについては、再リースを原則と

しますが、新規リースした場合との比較検討や使用頻度、消耗度を精査し

たうえで要求すること。 

   また、カラーコピー機については、今後リース契約の更新の際に白黒コ

ピー機へ変更する方針ですので注意すること。 

 

11 備品購入費 

   備品の新規購入は原則、認めないこととする。 

また、更新の場合であっても必要性や使用頻度等を十分精査のうえ要求す

ること。 

 

12 扶助費 

   国・県の制度によるものについては、対象範囲、金額等はその範囲内で

行うこととし、それ以外の市単独の扶助費については、所得制限や対象者

を精査し、負担力に応じた適正な自己負担を求めるなど、見直しを進める

こと。 

   また、常に情報収集に努め、予算要求後に制度改正等による影響があっ

た場合は、早急に財政課財務係に報告のうえ、要求額の訂正を行うこと。 



 

 

   継続事業については、原則、次により算出した額を要求すること。 

Ｈ２６（４月～１０月）実績    ・・・① 

    Ｈ２５（４月～１０月）実績    ・・・② 

    Ｈ２５（１１月～３月）実績    ・・・③ 

①＋（③×（①／②））±特殊要因＝要求額 

 

13 補助金・負担金 

村上市行政改革推進本部で決定された「補助金の今後の方針」に基づき要

求すること。 

また、新規の補助金が増えていることから、スクラップアンドビルドによ

る検討を必ず行うこと。 

なお、既存の補助金・負担金についても、段階的廃止及び見直しを積極的

に行い経費の節減に努めること。 

 

14 貸付金 

   利用状況、行政効果及び貸付条件等制度全般について見直すとともに、

情勢の変化に適合した効果的な制度となるよう努め、必要最小限の範囲内

で見積もること。 

 

15 繰出金 

   特別会計においては、一般会計と同一基調に立ち、独立採算の原則に基

づき、経営の一層の効率化及び自己財源の確保を図ることにより、一般会

計からの繰入金を可能な限り圧縮するよう、最大限努めること。 

 

16 その他 

・特別会計についても、一般会計と同様の基準により要求すること。 

・公用車については、稼働率が低い分散（各課）管理車両は、積極的に集

中（総務課、各支所地域振興課）管理車両への所管換えを行うこと。 

・所管する財産の洗い出し、不要な資産の売却、貸付けなどを積極的に行

い、自主財源の確保に努めること。 

・複数の課と関連のある事務事業は、相互に十分な協議・調整を行い、事

業の統合も含め、経費縮減を図りながら、より一層の事業効果を高める

よう努めること。 

・事業の繰越は、会計年度独立の原則の例外であることを十分に認識し、

予算要求は、確実に年度内完了できる事業規模とし、事業執行が複数年

にわたるものについては、債務負担行為など所要の措置を講じること。 

 


